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県管理河川の減災対策協議会

今後の減災対策協議会について
～ 流域治水の進め方の提案 ～

提案趣旨

平成２９年５月に発足した本減災対策協議会において、これまでは主に想定最大規模降雨を対象とした外水に

よる浸水被害に備え、関係機関が減災のための目標を共有し、ハード、ソフト対策について推進してきた。

更に、流域治水の推進のため、令和３年１月には「流域治水部会」を立ち上げ、令和３年６月に「二級水系流域

治水プロジェクト」をとりまとめ公表を行ったところである。

このような中、令和３年７月豪雨では県内各地で内水による浸水被害も多く発生した。

これまで本協議会では内水氾濫対策による被害解消あるいは軽減については本格的な議論の対象としてはこ

なかったが、今後、これら内水被害もその対象とし、市町村と県、必要に応じて国とも連携した内水氾濫対策につ

いて議論することとする。

1

【本協議会開催までの動き】

○令和3年11月 各市町村と県（河川課、県土整備局等）との協議
（協議内容）・県が浸水のあった場所などについて協議する場を設けることを提案

・取り組みの必要性、今後の進め方について共有（賛同）

○令和3年12月21・22・24日 県・市町村とのWeb会議
（協議内容）・県が流域治水部会を活用した議論の流れと枠組みづくりについて説明

・連携して対応することが必要な課題提出のお願い

・今後の進め方、枠組みづくりについて共有（賛同）

○令和4年1月25・28日 流域治水部会
（協議内容）
・県が幹事会に個別に内水氾濫対策等を議論する場を設置すること

について説明
・各市町村が連携して対応することが必要な課題箇所について説明

資料１－１



県管理河川の減災対策協議会

今後の減災対策協議会について
～ 流域治水の進め方の提案 ～
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●H27関東・東北豪雨では、多数の逃げ遅れが生じ的確な避難勧告の発令や、広域避難体制の整備が必要といった課題が明らかに
●課題に対応するためには、地方公共団体・河川管理者・水防管理者等の多様な関係者が、あらかじめ綿密な連携体制を構築しておくことが必要

逃げ遅れゼロを目指し、ハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するため「減災協議会」を創設（水防法第15条9・10）

平成29年5月 県管理河川の減災対策協議会 設立
目標
河川整備率が低く、また、急流河川で水位上昇が急激な県管理河川の特性を踏まえ、発生しうる大規模水害に対し、ハード整備とソフト対策が一
体となったとっとりらしい防災･減災対策に取り組み、「地域防災力の強化」「安全･安心で活力ある地域づくり」を目指す

変革
・H29.5 協議会設立
・H30.2 取組方針作成
・R元.5 「平成30年7月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会」の提言を受け、取組方針の見直し
・R2.5 令和元年東日本台風を教訓とした「水防対策検討会」及び「防災避難対策検討会」の提言を受け、取組方針の見直し

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた治水協定について協議する「ダム部会」を新設
・R3.1   「流域治水」を進めるため、実施すべき対策を検討し、「流域治水プロジェクト」を取りまとめることを目的とした「流域治水部会」を新設
・R3.5・6   「二級水系流域治水プロジェクト」の承認・公表

〇鳥取県の強み「支え愛」による地域防災力の強化

・防災学習、出前講座等の実施
・現場点検やワークショップを交えた支え愛防災
マップの作成支援

・防災リーダーの育成
・要配慮者施設との情報伝達・共有化の体制づくり
・水害・土砂災害等に関するシンポジウム

〇鳥取方式による地域と一体となった効率的
な水防･河川管理の実施と治水対策

・河川監視カメラ・水位計・量水標等の設置
・堤防天端の保護を目的とした舗装を実施
・ダム放流情報の伝達方法や連絡体制の

検討及び訓練の実施
・出水時における水防団・市町村との連携

〇住民の避難を促す鳥取県の実情を踏まえ
た水害リスク情報等の提供 ・ハザードマッ
プの作成

・洪水浸水想定区域等の公表
・ハザードマップの作成・改良
・要配慮者利用施設における避難確保計画
の作成や避難訓練実施の支援

令和３年度までの主な実施事例

資料１－１

減災対策協議会設置の背景
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今後の減災対策協議会について
～ 流域治水の進め方の提案 ～
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減災対策協議会

減災対策にかかわる協議
（幹事会）

流域治水プロジェクト作成
（流域治水部会）

＋ 内水氾濫対策等の議論
治水協定にかかわる協議

（ダム部会）

流域治水及び減災対策協議会（仮称）

・減災対策にかかわる協議

・流域治水（内水氾濫対策等）にかかわる協議

（幹事会）

資料１－１

現行協議会に「流域治水」を進めるために新たな議論の場を創設

新たな議論の場

治水協定にかかわる協議
（ダム部会）
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今後の減災対策協議会について
～ 流域治水の進め方の提案 ～
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【現行】

幹事会

減災対策協議会

流域治水部会

ダム部会

【組織改正案】

流域治水部会

幹事会

ダム部会

分科会

流域治水及び減災対策協議会
※部会業務を幹事会に兼務し拡充

幹 事 会：避難につながるソフト対策等の検討・実施
流域治水部会：「二級水系流域治水プロジェクト」の作成
ダム部会：治水協定等について協議

幹 事 会：避難につながるソフト対策等の検討・実施
流域治水についての協議・実施状況の共有
「二級水系流域治水プロジェクト」の更新

分 科 会：内水氾濫対策等について個別に協議
ダム部会：治水協定等について協議

※R3.1新設

※R２.５新設

※H29.５新設

資料１－１

現行協議会に「流域治水」を進めるために新たな議論の場を創設



資料１－２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 

令和 4 年２月１６日 

 
                              

現時点で抽出した課題概要 

  

 

（市町村名：倉吉市）  

地区名等 課題 

① 古川沢地区 
 

R3.7 豪雨では、道路冠水や床上浸水 1 戸・床下浸水 3 戸が発生。これまでの豪雨時にも
度々浸水被害が発生。 

② 福庭東（上井排水区） R3.7 豪雨では、道路冠水や床上浸水 1 戸・床下浸水 8 戸が発生。これまでの豪雨時にも
度々浸水被害が発生。 

③ 上神～和田東町 R3.7 豪雨では、道路冠水や床下浸水 1 戸が発生、和田排水機場による排水作業を実施。 
上神・大谷茶屋・和田・和田東・馬場町・不入岡 

④ 倉吉第 2 排水区（堺町
～余戸谷町） 

R3.7 豪雨では、道路冠水や床上・床下浸水（西町外 10 町 37 戸）が発生。市の排水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ、可搬式ポンプによる排水作業を実施。 

⑤ 灘手 R3.7 豪雨では、道路冠水や床下浸水 1 戸が発生。これまでの豪雨時にも度々浸水被害
が発生。 

⑥ 西倉吉排水区(福守町
～秋喜・生田) 

R3.7 豪雨では、道路冠水や床下浸水（西福守町 10 戸福守町 1 戸）が発生。国交省の排
水ﾎﾟﾝﾌﾟ車による排水作業を実施。 

 

 

 

（市町村名：三朝町）  

地区名等 課題 

① 大瀬地区 
（浸水想定区域全般） 

R3.7 月豪雨では役場庁舎周辺が約 30cm 冠水した。大瀬地区の排水樋門は本線の水
位が上昇したことにより、排水しきれなくなったと考えられる。（床上浸水 1 件） 
今後浸水想定区域内で同様の事態が発生する恐れあり。 

② 三朝地区 三朝橋上流の堤防の高さが不足しており、流下能力が不足する区間がある。そのため洪
水時は越水により浸水する危険性が高い。（床下浸水１件） 

③ 町内全域 砂防堰堤や治山堰堤の流末は一定区間までしか整備されておらず、河川までの一部区間
が未整備のままとなっている。R3.7 月豪雨では整備区間の断面より未整備区間の断面
が小さく流出土砂が詰まり濁水・土砂が道路や民家・農地に流出した。 
（床上浸水７件）（床下浸水 19 件）※上欄記載分を除く 

 

 

 

（市町村名：湯梨浜町）  

地区名等 課題 

① 東郷地区 
（松崎・旭・中興寺） 

R3.7 豪雨では、松崎・旭・中興寺で道路冠水や床上浸水（７件）、床下浸水（３７件）が発
生。 
東郷池周辺の特に松崎周辺では、毎回同じような場所で浸水被害となる。 

② 東郷地区（門田） R3.7 豪雨では、門田地内で道路冠水や床下浸水（３件）が発生。 
また、東郷池から集落にかけてのほ場が浸水した。 

③ 羽合地区 
（上浅津・はわい温泉） 

R3.7 豪雨では、上浅津・はわい温泉で道路冠水や、床下浸水（７件）が発生。 

④ 泊地区（石脇） 県道泊絹見青谷線（石脇隧道付近）が浸水する（浸水家屋なし） 
 

⑤ 泊地区（原） 県道倉吉青谷線が原池付近で浸水する（浸水家屋なし） 
 

 

 



資料１－２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 

令和 4 年２月１６日 

 
（市町村名：琴浦町）  

地区名等 課題 

① 笠見・田越地区 平成 30 年台風 24 号豪雨、令和 3 年 7 月豪雨により元旧川上流水路が溢水し、農地、農道
が冠水、田越地内の畜舎、笠見地区人家で４件の床下浸水、１件の牛舎浸水被害が生じた。 

② 公文地区 
 

豪雨時に土石流危険渓流流域より大量の雨水が濁流となって集落内に押し寄せ、２件の床下
浸水等の被害が発生している。 

③ 釛地区 
 

豪雨時に上流部（光好ゴルフ場周辺及び農業用水路）から大量の雨水が流れ込んで多くの箇
所で溢水が生じ、令和３年７月豪雨では３件の床下浸水被害が生じた。 

④ 三保地区 
 

豪雨時に上流部から大量の雨水が流れ込んで多くの箇所で溢水が生じ、令和３年７月豪雨で
は１件の床下浸水が生じた。 

⑤ 中村地区 豪雨時に山から大量の雨水が流れ込んでおり、多くの箇所で溢水が生じている。 
 

⑥ 桜ヶ丘地区 
 

地区内水路は屈曲箇所が多く、豪雨時には暗渠部分手前で度々溢水が発生している。 

⑦ 海蔵寺川 
 

豪雨時に上流部から大量の雨水が流れ込んでおり、進入路の蓋掛け部分で溢水が生じてい
る。また、その他の部分でも同様の状況にある。 

⑧ 丸尾地区 豪雨時に上流部から大量の雨水が流れ込んでおり、多くの箇所で溢水が生じている。 
 

⑨ 太一垣地区 豪雨時に上流部から大量の雨水が流れ込んでおり、多くの箇所で溢水が生じている。 
 

⑩ 赤崎駅南地区 豪雨時に上流部の農地から大量の雨水が流れ込んでおり、町道赤碕駅南線が堰となって直
近農地が浸水している。 

 

 

 

（市町村名：北栄町）  

地区名等 課題 

① 米里地区 R3.7 豪雨などの大雨の際は、北条川が溢水し、道路冠水（町道 22 路線）が発生。指定緊急
避難所への通行不可能。 

② 大島、穂波地区 R3.7 豪雨などの大雨の際は、由良川及び亀谷川が溢水し、道路冠水(県道２路線、町道 15
路線)が発生。指定避難所への通行不可能。 

③ 亀谷地区 
 

R3.8 豪雨などの大雨の際は、亀谷川が溢水し、道路冠水（町道 6 路線）が発生。 

④ 中央団地地区 
（みどり団地など） 

R3.7 豪雨では、道路冠水（町道 23 路線）や床下浸水 2 件、床上浸水１件が発生。 

⑤ 大谷地区 
 

R3.7 豪雨では、道路冠水（町道 6 路線）や床下浸水 4 件、床上浸水１件が発生。 

⑥ 妻波地区 
 

R3.7 豪雨では、道路冠水（町道 5 路線）や床下浸水 9 件が発生。 

⑦ 別所地区 R3.7 豪雨では、道路冠水（町道 3 路線）や床下浸水 1 件が発生。 
 

⑧ 松神地区 R3.7 豪雨では、道路冠水(町道 5 路線)や床下浸水 1 件が発生。 
 

⑨ 東新田場地区 R3.7 豪雨などの大雨の際は、天神川排水樋門周辺の農地が冠水。今後の雨量によっては、
集落まで冠水する恐れ。 

 

 



県管理河川の減災対策協議会

規約改正について

1

協議会の名称：協議会名称を「鳥取県中部地区 流域治水及び減災対策協議会」 へ改名

規約の主な改正点

①「協議会の名称」の改名

②協議会の「対象範囲」、 「目的」、「実施事項」の記載変更。

対象範囲：協議会の対象とする行政区域について記載

目 的：協議会の目的に「流域治水」について追記

実施事項：協議会の実施事項に流域治水として実施する項目を追記し、目的ごとに整理

③幹事会の拡充、分科会の設置及び流域治水部会の廃止

幹事会：幹事会構成員の要請により「分科会」を設置できることを追記

流域治水部会：流域治水部会の廃止（幹事会に流域治水の協議の場を統廃合）

資料２－１

規約を改正し、内水氾濫等による被害の解消（軽減）のため、新たに加えた「流域治水」を強力に推進する



県管理河川の減災対策協議会
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【現行】
（変更案） 第３条第１項第２号に水防法について記載
（設置及び対象河川）
第１条 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の１０に基づく
都道府県大規模氾濫減災協議会として「〇〇川圏域県管理河
川の減災対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（変更案） 第３条第１項第２号に減災対策の範囲について記載

２ この協議会で対象とする河川は、〇〇川、のほか、一級河川
〇〇川水系及び鳥取県中部の二級水系のうち、鳥取県管理区間
とする。

（変更案） 第３条１項第２号に減災対策の目的について記載
（目的）
第２条 協議会は、鳥取県管理河川における堤防の決壊、越水や
越波等に伴う浸水被害に備え、隣接する市町や県、国等が連
携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対
策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水
防災意識社会」を再構築することを目的とする。

【変更案】
新規
（設置）
第１条 「鳥取県●部地区流域治水及び減災対策協議会」（以下「協議会」という。）を設
置する。

協議会の対象とする行政区域を記載（新規）
（協議会の対象）
第２条 協議会が対象とする行政区域は、〇〇市、●●郡●●町、●●郡△△町とする。

１号に流域治水について記載（新規）
２号に（現行）第１条及び第２条を記載
（目的）
第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を目的とする。
１） 近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、流域のあら
ゆる関係者が協働して水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進するた
めの協議・情報共有を行うこと。
２） 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の１０に基づき、別紙記載の鳥取県管理
河川における堤防の決壊、越水、越波等に伴う浸水被害に備え、隣接する市町や県、
国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的
かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築すること。

別紙に本協議会で対象とする河川について記載
別紙
第３条第１項第２号における鳥取県管理河川は、○川、のほか、一級河川○○川水系
及び第２条で対象とする行政区域内の二級水系のうち、鳥取県管理区間とする。

規約を改正し、内水氾濫等による被害の解消（軽減）のため、新たに加えた「流域治水」を強力に推進する
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【現行】
（変更案）第４条第２項に記載
（協議会の実施事項）
第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。
(１)  洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取
組状況等の共有

(２)  円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な
氾濫水の排除を実現するために各機関がそれぞれ又は連携
して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・共有

(３) 「地域の取組方針」に基づく対策の検討及び実施状況のフォ
ローアップ

(４)  その他、大規模水害に関する減災に関して必要な事項

（変更案）第５条に記載
（協議会）
第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。
２ 協議会は、前項によるもののほか、必要に応じて委員以外の
者の出席を要請し、意見を聴くことができる。

（変更案）第６条に記載
（幹事会）
第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を
置く。
２ 幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。
３ 幹事会は、前項によるもののほか、必要に応じて構成員以外
の者の出席を要請し、意見を聴くことができる。

（変更案）第４条第１項にプロジェクトの更新等について記載
（流域治水部会）（変更案）流域治水部会は廃止
第７条 鳥取県西部の二級水系で行う流域治水の全体像を共有・

検討し、河川に関する対策、流域にする対策、避難・水防等に関
する対策を含む「流域治水プロジェクト」のとりまとめ等を行うため、
流域治水部会を置く。
２ 流域治水部会は、別表３に掲げる構成員をもって構成する。

３ 流域治水部会は、前項によるもののほか、必要に応じて構成
員以外の者の出席を要請し、意見を聴くことができる。

【変更案】
第１号に流域治水の協議等について記載（新規）
第１号に（現行）第７条よりプロジェクトについて記載
第２号に（現行）第３条より減災対策について記載
（協議会の実施事項）
第４条 協議会は、第３条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施する。
１） 第１項第１号に関すること。
イ 流域治水についての協議及び実施状況の共有。
ロ 二級水系の流域全体で水害を軽減させる治水対策を取りまとめた「二級水系流域
治水プロジェクト」の更新及び対策の実施状況のフォローアップ。

ハ その他、流域治水に関して必要な事項。
２） 第１項第２号に関すること。
イ 洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有。
ロ 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現
するために、各機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組
方針」の更新および、対策の実施状況のフォローアップ。

ハ その他、大規模水害に関する減災に関して必要な事項。

（現行）第４条より協議会について記載
（協議会）
第５条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。
２ 協議会は、前項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見
を聴くことができる。

（現行）第５条より幹事会について記載
第４項に分科会設置について記載（新規）
（幹事会）
第６条協議会の円滑な運営は、第４条の実施事項を行うにあたり、各事項の検討、情報
交換、調整等を行うため、協議会の下に幹事会を置く。
２ 幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。
３ 幹事会は、前項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、協
議に参加させることができる。
４ 個別に協議する案件がある場合、別表２に掲げる構成員からの要請により、分科会を
設置することができる。

資料２－１
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資料 2-２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 （議事３） 

令和 4 年２月１６日 

 

鳥取県中部地区 流域治水及び減災対策協議会 規約 

天神川圏域 県管理河川の減災対策協議会 規約 

 
（設置及び対象河川） 

第１条 「鳥取県中部地区 流域治水及び減災対策協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の１０に基づく都道府県大規模氾濫減災協議会として「天神

圏域 県管理河川の減災対策協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ この協議会で対象とする河川は、三徳川、東郷池、由良川のほか、一級河川天神川水系及び鳥取県 

 中部の二級水系のうち、鳥取県管理区間とする。 

 

（協議会の対象） 

第２条 協議会が対象とする行政区域は、倉吉市、東伯郡三朝町、東伯郡湯梨浜町、東伯郡琴浦町、東伯郡北栄 

町とする。 

 

（目的） 

第３２条 協議会は、次の各号に掲げる事項を目的とする。 

１） 近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、流域のあらゆる関係者が協働して水

害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うこと。 

２） 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の１０に基づき、別紙記載の鳥取県管理河川における堤防の決

壊、越水、越波等に伴う浸水被害に備え、隣接する市町や県、国等が連携・協力して、減災のための目標を共

有し、ハード対策とソフト対策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再

構築すること。 

 

（協議会の実施事項） 

第４３条  協議会は、第３条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施する。  

１） 第１項第１号に関すること。 

イ 流域治水についての協議及び実施状況の共有。 
ロ 二級水系の流域全体で水害を軽減させる治水対策を取りまとめた「二級水系流域治水プロジェクト」の更 

新及び対策の実施状況のフォローアップ。 

ハ その他、流域治水に関して必要な事項。 
２） 第１項第２号に関すること。 

イ （１）洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有。 
ロ （２）円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するために、各機 

関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・共有の更新および、対 

策の実施状況のフォローアップ。 
（３）「地域の取組方針」に基づく対策の検討及び実施状況のフォローアップ。 

ハ  （４）その他、大規模水害に関する減災に関して必要な事項。 
 

（協議会） 

第５４条  協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 協議会は、前項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見を聴くことができる。 

 

（幹事会） 

第６５条  協議会の円滑な運営は、第４条の実施事項を行うにあたり、各事項の検討、情報交換、調整等を行うた

め、協議会の下に幹事会を置く。 

２  幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。 

３ 幹事会は、前項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、協議に参加させる意見を聴

くことができる。 

４ 個別に協議する案件がある場合、別表２に掲げる構成員からの要請により、分科会を設置することができる。 
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資料 2-２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 （議事３） 

令和 4 年２月１６日 

 

（流域治水部会） 

第６条  鳥取県東部の二級水系で行う流域治水の全体像を共有・検討し、河川に関する対策、流域に関する対策、

避難・水防等に関する対策を含む「流域治水プロジェクト」のとりまとめ等を行うため、流域治水部会を置く。 

２ 流域治水部会は、別表３に掲げる構成員をもって構成する。 

３ 流域治水部会は、前項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、意見を聴くことができ

る。 

 

（会議の公開） 

第７条  協議会は、原則として公開とする。ただし、審議内容によっては、協議会に諮り、非公開とすることができ

る。  

２  幹事会・部会は、原則非公開とし、幹事会・部会の結果を協議会へ報告することにより、公開とみなす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条  協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等 

 で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないことができる。  

２  協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表するものと

する。 

 

（事務局） 

第９条  協議会の事務局は、鳥取県県土整備部河川課に置く。 

（雑則） 

第 10 条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協 

議会で定める。 

 

（附則） 本規約は、平成２９年５月１７日から施行する。 

     平成３０年２月 ８日改正 

     平成３０年５月１４日改正 

     令和２年６月３日改正 

     令和３年１月２５日改正 

     令和４年２月●日改正 
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資料 2-２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 （議事３） 

令和 4 年２月１６日 

 

別表１ 

 

鳥取県中部地区 流域治水及び減災対策協議会 

天神川圏域 県管理河川の減災対策協議会 

 

（委 員）    倉吉市長 

三朝町長 

                   湯梨浜町長 

琴浦町長 

北栄町長 

鳥取中部ふるさと広域連合 消防局長 

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長 

気象庁 鳥取地方気象台長  

鳥取県 危機管理局長 

鳥取県 企業局長 

鳥取県 県土整備部長 

鳥取県 中部総合事務所県土整備局長 

（オブザーバー） 国土交通省 中国地方整備局 河川部 

（事務局）   鳥取県 県土整備部 河川課 
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資料 2-２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 （議事３） 

令和 4 年２月１６日 

 

別表２

鳥取県中部地区 流域治水及び減災対策協議会幹事会 

天神川圏域 県管理河川の減災対策協議会幹事会 

 
（構成員）           倉吉市 総務部長兼防災調整監 

倉吉市 建設部長 

倉吉市 上下水道局長 

三朝町 総務課 参事 

三朝町 建設水道課長 

三朝町 農林課長 

湯梨浜町 総務課 防災担当参事 

湯梨浜町 産業振興課長 

湯梨浜町 建設水道課長 

琴浦町 危機管理監 

琴浦町 総務課長 

琴浦町 建設住宅課長 

琴浦町 農林水産課 

琴浦町 上下水道課長 

北栄町 総務課長 

北栄町 地域整備課長 

鳥取中部ふるさと広域連合 消防局 警防課長 

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 副所長 

気象庁  鳥取地方気象台  防災管理官 

鳥取県  危機管理局 副局長 

鳥取県 企業局 工務課長 

鳥取県 農林水産部 農地・水保全課長 

鳥取県 農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課長 

鳥取県 中部総合事務所 農林局 地域整備課長 

鳥取県 県土整備部 次長 

鳥取県 県土整備部 技術企画課長 

鳥取県 県土整備部 治山砂防課長 

鳥取県  中部総合事務所 県土整備局 計画調査課長 

鳥取県  中部総合事務所 県土整備局 河川砂防課長 

林野庁 近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署長 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター 

鳥取水源森林整備事務所長 

（オブザーバー）  鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 水環境保全課長 

国土交通省 中国地方整備局 河川部 

（事務局）       鳥取県 県土整備部 河川課 
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別表３ 

天神川圏域 県管理河川の減災対策協議会 流域治水部会 
 

（構成員）   

倉吉市 防災安全課長 

湯梨浜町 総務課長  

産業振興課長 

         建設水道課長 

琴浦町 総務課長 

北栄町 総務課長 

地域整備課長 

鳥取県 危機管理局 危機管理政策課長 

鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 水環境保全課長 

鳥取県 農林水産部 農地・水保全課長 

鳥取県 農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課長 

鳥取県 中部総合事務所 農林局 地域整備課長 

鳥取県 県土整備部 技術企画課長 

鳥取県 県土整備部 河川課長 

鳥取県 県土整備部 治山砂防課長 

鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 計画調査課長 

鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 河川砂防課長 

林野庁 近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署長 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター 

鳥取水源森林整備事務所長 

（オブザーバー）国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 副所長 

（事務局）   鳥取県 県土整備部 河川課 

 なお、詳細は別添名簿に記載する。（随時更新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資料 2-２ 
天神川圏域県管理河川の減災対策協議会 （議事３） 

令和 4 年２月１６日 
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別紙 

第 3 条第 1 項第 2 号における鳥取県管理河川は、三徳川、東郷池、由良川のほか、

一級河川天神川水系及び第 2 条で対象とする行政区域内の二級水系のうち、鳥取県

管理区間とする。 



県管理河川の減災対策協議会

今後のスケジュールについて

1

資料３

令和4年度出水期までのスケジュール

・分科会の具体的な進め方について、幹事会を早期に開催し決定する

・出水期前に協議会開催を予定（主に減災対策にかかる内容）





Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1

防災気象情報の伝え方の 
改善に関する取組状況 

1

鳥取地方気象台

参考資料１



線状の降⽔帯により• ⼤⾬による災害発⽣の危険度が急激に⾼まっている中で、線状の降⽔帯により
非常に激しい⾬が同じ場所で降り続いている状況を「線状降⽔帯」という
キーワードを使って解説する情報を提供。

• 「特別警報級の台風」、「特別警報の可能性が小さくなりました」という表現を
使用する場合は、今後の降⾬や暴風等によってどのような災害が想定されるの
かがより伝わるよう解説を一層強化。

• 降⾬や暴風等によってどのような災害が想定されるかがより伝わるよう、平時と
緊急時で伝え方を変えるなど、状況に応じた効果的な解説を一層強化。さらに
台風のように⻑時間のリードタイムを確保できる現象では、社会の関心が
⾼まっているタイミングでしっかりと解説。

• 詳細な情報を住⺠⾃ら取得してもらえる解説を強化するとともに、安心情報と
誤解されないよう、起こり得る災害や引き続き避難⾏動が必要とされる状況で
あることの解説を強化。

• 社会的に⼤きな影響があった現象について検証の実施・公表。

• ⼤⾬特別警報を警戒レベル５緊急安全確保の発令基準設定例として
位置づけるとともに、危険度分布の警戒レベル４相当の紫への一本化・
警戒レベル５相当の⿊の新設。

• ⾼潮氾濫危険情報の警戒レベル5相当への変更及び「災害発⽣の切迫」を
含めた⾼潮氾濫発⽣情報への名称の一本化。

• 避難情報の対象とならない地域への⼤⾬警報・洪⽔警報等の発表を
抑止する取組の推進。

• 市町村単位の警戒レベル相当情報が発表されたら、地域の状況が災害の
種類ごとに詳細に分かる情報を確認すること、避難情報が発令されていなくても
住⺠⾃らが避難⾏動をとる際の判断の参考としていただきたいことの周知を強化。

防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組【概要】

2

 令和２年７⽉豪⾬の際に線状降⽔帯による⼤⾬への注意喚起が不⼗分であったこと、また、令和２年台風第10号の際に「特別警
報の可能性が小さくなった」という表現が安心情報として受け取られた可能性があること、などの指摘があった。

 「防災気象情報の伝え方に関する検討会」では、防災気象情報の伝え方について課題を整理し、その解決に向けた今後の改善策
及び中⻑期的に検討すべき事項についてとりまとめた。

＜改善策と推進すべき取組（短期改善事項）＞

• 警戒レベル相当情報の体系整理及びその伝え方。
• 警戒レベル相当情報を補⾜する解説情報の体系整理。
• その他の警報・注意報・気象情報の体系整理。

• ⼤⾬警報（⼟砂災害）の発表⼿法の抜本的な⾒直し。
• 暴風・波浪・⾼潮特別警報の地域別の基準値設定。

＜中⻑期的な検討事項＞

＜今後に向けて＞

（１）線状降⽔帯がもたらす降り続く顕著な⼤⾬への注意喚起

（２）顕著な台風等が接近した際の呼びかけ方の改善

（３）防災気象情報の信頼度を維持するために

（４）内閣府SWGを受けた警戒レベル相当情報の⾒直しなど

警戒レベルを軸としたシンプルでわかりやすい防災気象情報体系へ整理・統合

• 関係機関との緊密な連携のもと、推進すべき取組を実施。 • 中⻑期的な検討事項を議論する場の設置。 2

鳥取地方気象台
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「顕著な⼤⾬に関する情報」（令和3年6月17日提供開始）

●背景 〜なぜ始めたのか〜
毎年のように線状降⽔帯による顕著な⼤⾬が発⽣し、数多くの甚⼤な災害が⽣じています。この線状降⽔帯に

よる⼤⾬が、災害発⽣の危険度の⾼まりにつながるものとして社会に浸透しつつあり、線状降⽔帯による⼤⾬が発
⽣している場合は、危機感を⾼めるためにそれを知らせてほしいという要望がありました。

●位置づけ 〜情報のコンセプト〜
⼤⾬による災害発⽣の危険度が急激に⾼まっている中で、線状の降⽔帯により非常に激しい⾬が同じ場所で

降り続いている状況を「線状降⽔帯」というキーワードを使って解説する情報です。
※ この情報は警戒レベル相当情報を補⾜する情報です。警戒レベル４相当以上の状況で発表します。

○○地方、○○地方では、線状降⽔帯による非常に
激しい⾬が同じ場所で降り続いています。命に危険が
及ぶ⼟砂災害や洪⽔による災害発⽣の危険度が急激
に⾼まっています。

⼤⾬災害発⽣の危険度
が急激に⾼まっている線
状降⽔帯の⾬域

顕著な⼤⾬に関する情報の例 顕著な⼤⾬に関する情報を補⾜する
図情報の例顕著な⼤⾬に関する〇〇県気象情報

※ 線状降⽔帯がかかる⼤河川の下流部では今後危険度が⾼まる可能性がある
ことにも留意する必要がある旨、ホームページ等に解説を記述する。

※ 「⾬雲の動き」（⾼解像度
降⽔ナウキャスト）の例。

※ この情報により、報道機関や気象キャスター等が「線状降⽔帯」というキーワードを用いた解説がしやすくなることが考えられます。
既存の気象情報も含めて状況を的確にお伝えすることにより、多くの方々に⼤⾬災害に対する危機感をしっかり持っていただくことを期待します。

顕著な⼤⾬に関する情報のコンセプト

鳥取地方気象台
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事例 回数 情報発表日時 号数 府県予報区 一次細分区域

1 1 2021/6/29 2:49 1 沖縄本島地方 本島北部
2 2 2021/7/1 8:59 1 東京都 伊⾖諸島北部

3
3 2021/7/7 5:09 1 島根県 東部
4 2021/7/7 6:59 1 鳥取県 中・⻄部

4
5 2021/7/10 3:29 1 ⿅児島県（奄美地方除く） 薩摩地方
6 2021/7/10 7:39 2 ⿅児島県（奄美地方除く） 薩摩地方

5 7 2021/8/9 10:39 1 島根県 隠岐

6
8 2021/8/12 13:59 1 福岡県 筑後地方
9 2021/8/12 13:59 1 熊本県 熊本地方

7 10 2021/8/13 9:19 1 広島県 北部、南部

8

11 2021/8/14 2:21 1 佐賀県 南部
12 2021/8/14 2:21 1 ⻑崎県 北部
13 2021/8/14 2:49 2 ⻑崎県 南部、北部
14 2021/8/14 5:00 2 佐賀県 南部、北部
15 2021/8/14 5:59 3 ⻑崎県 南部、北部
16 2021/8/14 6:09 1 福岡県 福岡地方

9 17 2021/9/8 11:19 1 徳島県 南部

令和３年における「顕著な⼤⾬に関する情報」の発表実績について

…（参考）⼤⾬特別警報発表事例

鳥取地方気象台
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 線状降⽔帯に関する情報について、「もっと地域を絞り込んで出してほしい」「もっと早いタイミングで出してほ
しい」といった市町村のニーズがある。

気象庁 「自治体アンケート調査」
線状降⽔帯に関する情報への要望はありますか。（複数選択可）

n=960

特に多かったのは「もっと地域を
絞 り 込 ん で 出 し て ほ し い 」
（349市町村）、「もっと早い
タイミングで出してほしい」
（326市町村）。

※ ⾃治体アンケート調査
実施期間︓令和４年１⽉
調査対象︓全国の市町村（計960市町村）
調査方法︓Web

（参考）
「顕著な⼤⾬に関する情報」が防災対応に役に⽴たなかった理由として、以下の御意⾒もいただいている。
• 既に⼤⾬特別警報が発表されていたため、警戒レベルを最⼤限に引き上げていたため。
• 今まさに⼤⾬が降っており、災害発⽣の可能性が⾼まっているタイミングでこの情報を出されても意味がない。

2.5 

34.0 

21.8 

28.4 

36.4 

0 20 40 60 80 100

その他

もっと早いタイミングで出してほしい

どのような災害が発⽣するのか教えてほしい

とるべき⾏動も呼びかけてほしい

もっと地域を絞り込んで出してほしい

（％）

線状降⽔帯に関する情報への自治体からの要望 鳥取地方気象台
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線状降⽔帯の予測精度向上等に向けた取組の強化・加速化

線状降⽔帯の予測精度向上を前倒しで推進し、予測精度向上を踏まえた情報の提供を早期に実現するため、⽔蒸気観
測等の強化、気象庁スーパーコンピュータの強化や「富岳」を活用した予測技術の開発等を早急に進める。

順次反映

「明るいうちから早めの避難」 ･･･ 段階的に対象地域を狭めていく

「迫りくる危険から直ちに避難」 ･･･ 段階的に予測時間を延ばしていく
※具体的な情報発信のあり方や避難計画等への活用方法について、情報の精度を踏まえつつ有識者等の意見を踏まえ検討

• ⾼度化した局地アンサンブル予報等の数値予報モデルによる予測精度
向上等を早期に実現するためのスーパーコンピュータシステムの整備

• 線状降⽔帯の機構解明のための、梅⾬期の集中観測、関連実験設備（風洞）の強化
• 「富岳」を活用した予測技術開発

• 陸上観測の強化
• 気象衛星観測の強化
• 局地的⼤⾬の監視の強化
• 洋上観測の強化 次期ひまわり

（令和10年度めどに打上げ）

気象レーダー

海洋気象観測船ラジオゾンデ
（水素ガス浮揚）

高層気象観測装置マイクロ波放射計 アメダス(湿度計追加)

線状降水帯の雨域
を楕円で表示

情報の改善

令和３(2021)年
線状降⽔帯の発⽣を

お知らせする情報
(6/17提供開始)

予測の強化

観測の強化

スーパーコンピュータ「富岳」
気象庁スーパー
コンピュータシステム

令和４(2022)年〜
広域で半日前

から予測
九州北部では、△日未明
から明け方にかけて線状
降⽔帯が発⽣し、⼤⾬と
なるおそれがあります。

イメージ

※令和3年度補正予算の概要から抜粋・整形

令和５(2023)年〜
（新たな取組み）

直前に予測
（30分前を目標）

熊本県では、△日未明か
ら明け方にかけて線状降
⽔帯が発⽣し、⼤⾬とな
るおそれがあります。

令和６(2024)年〜
（１年前倒し）
県単位で半日前

から予測 イメージ

令和８(2026)年〜
（新たな取組み）
さらに前から予測

(2〜3時間前を目標)

令和11(2029)年〜
（１年前倒し）

市町村単位で危険度の把握が
可能な危険度分布形式の情

報を半日前から提供
イメージ

鳥取地方気象台



県管理河川の減災対策協議会

地域のみんなで取り組む「流域治水」

・頻発する大規模水害に備え、行政ほか住民や事業者が協力して被害を減らす努力が不
可欠となっており、流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」への転換を推進
しています。

情報提供

（流域治水のとりくみ）参考資料２

流域治水の施策イメージ（３本の柱）

３つの柱の対策を組み合わせ、総合的・多層的に水災害に備える 1



県管理河川の減災対策協議会

〇「田んぼダム」とは、各水田への降雨を排

水する際に排水量を抑制し、人為的に水

田へ貯水する取組。

〇大雨時に河川や水路における水位の上

昇を抑制することで下流域の洪水災害リ

スク等を軽減。

通常の堰板の場合

地域のみんなで取り組む「流域治水」

・「流域治水」の取り組みとして県は関係者と連携し「田んぼダム」を推進しています。

情報提供

（流域治水のとりくみ）参考資料２

排水調整するせき板を設置するなど水田か
らの流出を調整し水田内に一時貯留

2



県管理河川の減災対策協議会

地域のみんなで取り組む「流域治水」

・「流域治水」の取り組みとして「防災教育・出前講座」や「支え愛マップづくり」、「避難ス
イッチ」、「想定浸水深表示板の設置」などのソフト対策を推進しています。

情報提供

（流域治水のとりくみ）参考資料２

地域で考える「避難スイッチ」

防災教育・出前講座

“誰一人取り残さないこと”
を目的に、専門家のアドバ
イスを受けながら、分かり
やすい避難スイッチや安全
な避難場所を地域と一緒に
なって検討しています。

ワークショップの様子
（鳥取市南大覚寺町内会）

防災教育や出前講座を通して、地域住⺠の防災意識の向
上を図っていきます。

防災教育の様子
（美保南小学校）

鳥取県での取組事例

「支え愛マップ」づくり

地域のみんなで「支え愛
マップづくり」を行い、
マップを活用した避難訓練
を行うなど、活動を通して
地域防災力の強化を図って
いきます。

支え愛マップづくりの様子（R1年度）
（三朝町吉田集落）

想定浸水深表示板の設置
ハザードマップに記載されている浸水深を標識として
「まちなか」に表示（「見える化」）。水害意識の向
上・防災情報の更なる周知徹底を行っていきます。

防災教育の様子
（岸本小学校）

とっとり県政だよりでも
取り組みをお知らせ（R3.9号）

3





令和３年７月豪雨の状況について

令和４年２月

鳥取県中部総合事務所県土整備局

《第10回 天神川圏域県管理河川の減災対策協議会資料》

参考資料３



公共土木施設に係る被害状況等（災害査定最終結果）

令和３年７月７～８日の梅雨前線豪雨により、中部管内の県管理施設７０箇所、市町管理施設箇所５９箇所が
被災した。

県 市町村 計
箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額

R3 全県 7月豪雨 181 4,089,655 105 1,599,694 286 5,689,349

H30中部管内
7月豪雨 3 29,000 1 2,000 4 31,000
台風24号 61 1,017,000 55 711,300 116 1,728,300

＜参考＞ （単位：千円）

令和３年７月梅雨前線豪雨被害の状況（中部管内）

〇災害査定状況

•公共土木施設災害：9/28(火)～12/23(木)までの間で、1～7次に分けて実施。

•治山災害：9/28(火)～10/1(金)で実施。

〇工事発注及び着手予定（県管理施設）

•用地買収に時間を要する箇所(2箇所)を除き、R4.3月までに全箇所工事発注予定。

•発注後、順次着手し、 R5.3月までに上記2箇所を除き全箇所工事完了予定。

（単位：千円）

箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

倉吉市 11 146,396 21 354,242 1 242,967 33 743,605

三朝町 6 82,523 2 37,828 3 34,646 3 242,587 14 397,584

湯梨浜町 4 117,901 7 104,541 1 9,250 12 231,692

琴浦町 3 88,779 5 157,078 1 14,972 9 260,829

北栄町 2 71,714 2 71,714

県管理計 26 507,313 35 653,689 5 58,868 4 485,554 70 1,705,424

倉吉市 16 518,703 5 219,930 21 738,633

三朝町 8 108,872 1 31,660 9 140,532

湯梨浜町 5 56,520 5 56,520

琴浦町 9 57,033 2 31,831 11 88,864

北栄町 13 57,900 13 57,900

市・町管理計 51 799,028 8 283,421 59 1,082,449

77 1,306,341 43 937,110 5 58,868 4 485,554 129 2,787,873

県
管
理

市
・
町
管
理

中部管内合計

上段：第１回報告分
下段：第２回（今回）報告分

計道路 河川 砂防 治山　　　　工種
エリア
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令和３年７月梅雨前線豪雨の状況

2

令和３年７月豪雨と平成３０年台風２４号豪雨の比較（気象庁 倉吉市 倉吉観測地点）

←令和３年７月７日～８日

＜日降水量＞３２５．５ｍｍ

※年間１位を更新（従来１位の約１．５倍）

平成３０年９月３０日～１０月１日→

＜日降水量＞２１８．０ｍｍ

※従来の年間１位



令和３年７月梅雨前線豪雨の状況（中部管内）
【既往主要洪水との降雨比較】

○今回の豪雨は、３時間、２４時間連続雨量とも既往最大降雨に匹敵
○由良川流域では既往最大降雨（約１／７０）を上回る規模

7月7日 7月8日

7月7日湯梨浜町 7月7日北栄町

7月7～８日三朝町

7月7～８日倉吉市

※国・県観測局の観測値で比較
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7月7日11:30～全面通行止→ 7月13日17:30通行止解除【国道３１３号】 法面崩落（北栄町北尾）

令和３年７月梅雨前線豪雨被害の状況（中部管内）

仮排水管設置

北栄町

被災直後
全面通行止解除

全面通行止解除

被災直後
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湯梨浜町

【県道倉吉青谷線】 法面崩落（湯梨浜町佐美）

令和３年７月梅雨前線豪雨被害の状況（中部管内）

7月7日12:50～全面通行止→ 7月10日20:15通行止解除

被災直後 全面通行止解除
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※斜面上部の不安定土砂により対策に
時間を要すことが判明
→下り車線(円谷トンネル)の対面通行
による早期交通開放を図ることに決定

【国道１７９号】 法面崩落（倉吉市円谷町）

令和３年７月梅雨前線豪雨被害の状況（中部管内）

7月8日16:30～全面通行止（上り線のみ）→ 7月20日交通開放

倉吉市

大原橋西交差点

今泉交差点

４箇所で法面崩落

上り車線 通行止実施中（L=2.5km）

下り車線 対面通行に切替

円谷トンネル

至
倉吉市街

至 岡山
(人形峠)

下り車線(円谷トンネル)の対面通行により
早期交通開放（7/20完了）

上り車線（岡山方面）は通行止のままとし、
災害関連緊急治山事業と道路災害復旧
事業での対応を図るよう調整している

○鳥取中部
ふるさと斎場

被災箇所

倉吉市 三朝町

※斜面に残る土砂等流出防止のため、
土砂撤去と大型土のうでポケット確保
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三朝町

【県道鳥取鹿野倉吉線】 法面崩落（三朝町吉原）

令和３年７月梅雨前線豪雨被害の状況（中部管内）

7月8日19:45～全面通行止→ 7月11日15:30片側交互通行

応急対応状況（7/11 10時）

土砂崩落状況

幅約１０～２０ｍ
高さ約２０～３０ｍ
に渡って崩落

県道に土砂が流出
作業小屋が倒壊

鹿野方面→

被災状況（7/10AM）

渓流脇の斜面が崩落

応急対応状況（7/11 15時） 7



令和３年７月梅雨前線豪雨被害の状況（中部管内）

【冠水による道路通行規制状況】７／７～８日 由良川・北条川・東郷池周辺のみ
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天神川水系における流域治水の取組

天神川改修(国)

国府川現存霞堤保全活用
(国)

排水ポンプ場整備・耐水化(市) まるごとまちごとハザードマップ(国県市）

天神川水系バックウオーター区間河道
掘削・伐開、堤防舗装(県） 重点実施

河川ボランティア伐開除草(住民）

中津(発電)ダム事前放流(県企業局)

倉吉河川国道事務所の標識設置

天神川(牧地区)堤防整備

加茂川掘削伐開

上井雨水排水ポンプ場耐水化

国府川(米積地区)改修

鴨川堤防舗装

ボランティア制度改正

スーパーボランティア促進事業において、活動
交付金に加えて、伐開除根に必要な機械使用
料等）が計上できるようになりました。

北谷川掘削伐開 栗尾川堤防舗装

着工前

この他、県管理河川における
河道掘削・伐開を実施

着工前

着工前 着工前

完 成 完 成

完 成 完 成

沢谷自治公民館
（協働型ボランティア）

水辺の笑学校
（三江自治公民館）
（協働型ボランティア）

北谷川（三江地内）

北谷川（沢谷地内）

坂の谷川砂防(県)

宮の谷川砂防(県)

屋敷谷川砂防(県)

大谷川砂防(県)

三徳地区治山(県)

黒川谷川砂防(県)

木地山地区治山(県)

下曹源寺谷川砂防(県)

福吉下谷川砂防(県)

みどり下谷川砂防(県)

富海西谷川砂防(県)

汗干谷川砂防(県)

志村川砂防(県)

大立地区治山(県)

上大立地区
治山(県)

立見地区治山(県)
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排水ポンプ場完成イメージ

橋津川水系(橋津川・東郷池・東郷ダム)における流域治水の取組

10

東郷池改修(湖岸堤防整備)(県)

排水ポンプ場（松崎地区）(町)

東郷池周辺避難路(県道嵩上)(県)

整備状況【上浅津】
浸水状況【上浅津】
H29.10.23 台風21号

不法係留禁止
区域指定H30.4

河川ボランティア伐開除草(住民）

東郷ダム事前放流(県町・住民・農業者）

支え愛マップを活用した地域の
防災体制づくり (住民・町県)

橋津川不法係留対策(住民・漁協・町県)

R2
～

橋津川水門長寿命化対策(県)

東郷池湖岸堤整備(県)

P P

排水ポンプ場整備(湯梨浜町)

湯梨浜町

東郷ダム事前放流
（県・町）

避難路確保
(県道嵩上)

(県）

東郷ダム

舎人川
方地川

川上川

宇坪谷川

東郷川

小鹿谷川
羽衣石川

埴見川

橋津川

東郷池

埴見川（門田橋～新門田地区）完 成

着工前

完 成

羽衣石川堤防舗装
着工前

東郷川掘削伐開

東郷池バックウオーター区間

河道掘削・伐開、堤防舗装(県）

門田区
（協働型ボランティア）

川上川砂防(県)



河川改修と気候変動による潮位上昇に対応した
塩水遡上対策

人家連担部護岸H30完成⇒ 下流護岸重点整備

由良川水系(由良川・北条川)における流域治水の取組
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北条川流域浸水対策
(県町・住民)

由良川塩水遡上対策(県市町・農業者）

ポンプ出力：30kw×2台
吐出量：50m3/min

⇒農業用ポンプ場表層取水
（R3～実証実験）

R3～実証実験

北条川放水路河口対策(県町・住民)

北条川放水路整備(県)

古川沢

排水ポンプ(市)

北条川AI技術による河川管理高度化(建技・県)

気象庁の降⾬
予測データ

リアルタイム雨量・水位による
洪水予測システム開発（R3試行）

モデル化

洪⽔流量へ変換

浸水形態を計算

越水

砂州フラッシュ･効率的な開削手法･人工リーフ

R2～試行

北条川放水路河口閉塞対策(県)

北条川放水路護岸整備

由良川改修(県)

倉吉市

北栄町

避難路確保
（道路嵩上）
（北栄町） 避難路確保

(町道嵩上,拡幅)
(北栄町）

西高尾(農業用)ダムにおける事前放流
（国・県・町）

不入岡川改修(県)

北条川改修(県)

西高尾
ダム

北条川
放水路

北条川

不入岡川

由良川

浅津川

円城寺川

北面川
阿部川

大倉川

亀谷川

由良川

西高尾川

野田川高千穂川

前川

日和川

古川沢ポンプ
場整備(倉吉市)

円城寺川藻刈 由良川堤防舗装

河道掘削・堤防舗装(県)河川ボランティア

円城寺川改良組合
（協働型ボランティア）

西高尾
ダム

小田股
ダム

船上山
ダム

調整期間
9/1～
11/30

8/1～
11/30

8/1～
8/31

調整水位
146m
→145m
△1.0m

240.1m
→239.1m
△1.0m

287.5m
→287.0m
△0.5m

洪水調整
可能容量

13.8
万m3

14.47
万m3

3.99
万m3

R2～

西高尾(農業)ダム事前放流(国県町）

由良川（大島・亀谷地区）

避難路確保［町道嵩上げ］(北栄町)

北条川（米里地区）

設計中

設計中

R3工事予定

H30T24
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